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 関係各位 

 

 

北海道農政部食の安全推進監  

 

 

北海道美唄市で回収された死亡野鳥におけるＡ型インフルエンザウイルス簡 

易検査陽性の確認に伴う防疫対策の再徹底について 

 日頃より本道の家畜衛生の推進に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

今般、令和５年 10月４日に空知管内美唄市で回収された死亡野鳥（ハシブトガラス）に

おいて、簡易検査でＡ型インフルエンザウイルスの陽性反応が確認された旨、環境省から

プレスリリースされましたので、お知らせします。 

本事例は、今年度の渡り鳥の飛来シーズンを迎えて、国内で初めてとなる鳥インフルエ

ンザウイルスの検出が疑われる事例です。 

本病の防疫対策の徹底については、「高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の徹底につ

いて」（令和５年９月 14日付け畜産第 1352号）により、飼養衛生管理の徹底や毎月の自己

点検と改善について注意喚起しているころですが、本事例を踏まえ、別添リーフレットを

活用の上、改めて貴会構成員等の関係者に対し注意喚起をしていただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 

 

 

連絡先 

生産振興局畜産振興課 主査（防疫） 

TEL：011-231-4111（内線 27-783） 

Mail：hayakawa.jun@pref.hokkaido.lg.jp 

 

  



 
 

 

５消安第 4003 号 
令和５年 10 月４日 

 
 
北海道農政部長 殿 

 
 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 
 
 

北海道美唄市で回収された死亡野鳥におけるＡ型インフルエンザ

ウイルス簡易検査陽性の確認に伴う防疫対策の再徹底について 

 

 

 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの防疫対策に

ついては、「高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の徹底について」（令

和５年９月 12 日付け５消安第 3195 号農林水産省消費・安全局長通知。以下

「防疫対策徹底通知」という。）等により、万全を期すようお願いしている

ところです。 

 本日、北海道美唄市で回収された野鳥（ハシブトガラス）１羽の死亡個体

におけるＡ型インフルエンザウイルス簡易検査で陽性反応が確認された旨、

環境省から別添のとおりプレスリリースされました。 

 本事例は、今年度の渡り鳥の飛来シーズンを迎えて以降初めてとなる国内

での鳥インフルエンザウイルスの検出が疑われる事例となります。 

 各都道府県におかれましては、防疫対策徹底通知等を踏まえ、関係機関、

関係団体等と連携し、①家きん飼養農場における飼養衛生管理の徹底、②毎

日の健康観察及び異状の早期発見・早期通報の指導、③発生時の円滑な防疫

措置に必要な事前準備等について取り組んでいただいているところですが、

今回の確認事例を踏まえ、飼養衛生管理者メーリングリストや地域の協議会

の活用等、あらゆる機会を捉えて、改めて関係者への指導及び都道府県にお

ける体制の確認をお願いします。 

 なお、本病に関する最新の情報については、当省のウェブサイトにて随時

提供しますので、関係者への注意喚起に御活用いただくようお願いします。 

 

【農林水産省ウェブサイト】 

○鳥インフルエンザについて 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 

○令和５年度 鳥インフルエンザに関する情報について 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r5_hpai_kokunai.html

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r5_hpai_kokunai.html


 

     環境省報道発表 
 

 
令和５年 10月４日（水） 

＜北海道同時発表＞ 

 

 

１．  北海道美唄市で令和５年 10月４日（水）にハシブトガラスの死亡野鳥１

羽が回収され、同日に簡易検査を実施したところ、Ａ型鳥インフルエンザ

ウイルスの陽性反応が確認された旨の報告がありました。 

 

２．  本事例は、今シーズンで一例目の、野鳥における高病原性鳥インフルエ

ンザ発生が疑われる事例となります。今後、本事例について、遺伝子検査

を実施し、高病原性鳥インフルエンザであるか否かを確認します。 

 

３． この報告を受け、回収地点の周辺 10ｋｍ圏内を野鳥監視重点区域に指定 

し、野鳥の監視を強化します。 

 

 

 

＜詳細は次ページ以降＞ 

 

 

 

  

野鳥における高病原性鳥インフルエンザ発生状況について 

（疑い事例、北海道美唄市） 

内容についての問合せ先 

環境省自然環境局野生生物課 

鳥獣保護管理室 

代  表：03-3581-3351 

直  通：03-5521-8285 

室  長：宇賀神 知則 

室長補佐：村上 靖典 

係  長：木富 正裕 

担  当：兼松 賢人 

 



■ 詳細情報 
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収
日 
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野鳥監視 
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結
果 

結
果
判
明
日 

結
果 

指
定
日 

疑い事例 10/4 北海道 美唄市 死亡野鳥 ハシブト

ガラス 

10/4 陽性 - 検査中 10/4 

 

※  現時点では、簡易検査でＡ型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認された段

階であるため、病原性は未確定であり、高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認さ

れたわけではありません。今後、高病原性鳥インフルエンザウイルスの遺伝子検査を

国立環境研究所で実施予定です。 

 

■ 留意事項 

（１） 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除い

て、人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に

触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませ

んので、周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、冷静な行動をお願いします。 
 

（２） 同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの都道府県や市

町村役場に御連絡ください。 
 

（参考）野鳥との接し方について 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf 

 

【取材について】 

現場周辺での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いし

ます。 

 

【公表について】 

令和４年 10月から高病原性鳥インフルエンザ発生時の公表方法を変更しました。具体

的には、各都道府県内でのシーズン初確認の場合のほか、国内希少野生動植物種での発

生等、緊急性が高い場合には報道発表を行い、その他の案件等は環境省ホームページに

発生状況を随時掲載することとします。 

 

【参考情報】 

環境省ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供していま

す。 

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html  
 

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」 

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html 

 

 

 

                                    以 上 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html


家きんの所有者の皆様へ

高病原性鳥インフルエンザに厳重警戒!!

令和５年10月

道内の死亡野鳥で鳥インフルエンザウイルス
の検出を疑う事例を確認！

全員が衛生対策を徹底

✓ 専用長靴の履き替えや消毒の徹底、専用手袋の使用

や手指消毒等をはじめとする衛生対策は、

農場の全ての作業従事者と外部事業者が徹底

手指消毒 専用長靴の使用と消毒

交差汚染の防止を徹底

✓ 消毒、更衣場所には、すのこ等

による明確な境界線を設定。

✓ 家きん舎内外での交差汚染を防止

すのこを活用した対策

全身にウイルスが付着
している前提で！！

本当に全員、
徹底できて
いますか？

道内は既に高リスクの可能性！点検・改善を継続実施！



北 海 道

飼養家きんに異状が確認された場合は、直ちに、
家畜保健衛生所まで通報してください。

野生動物対策を徹底

✓ 農場内の整理整頓を徹底（野生動物の誘引防止）

✓ 堆肥舎や鶏糞搬出口への
ネット等の設置

✓ 普段目が届きにくい場所も含めた点検と補修
（屋根上のモニター、鶏舎天井裏等）

10月から5月までの期間は、毎月、飼養衛生管
理者による自己点検を実施してください。

換気口のネット設置 堆肥舎のネット設置 鶏糞搬出口のネット設置

野生動物を入れない
寄せ付けない！！



家きん所有者の皆様へ

✓ 10月から５月までの期間は、
次の７項目の基本的事項の自己点検を実施し、
不備があった場合は直ちに改善してください。

自ら対策を再点検してチェックしてください ☞ ☑

点検１ 衛生管理区域に出入りする際の対策

① 区域内に出入りする際、手指消毒（手袋装着）をしている →□
② 区域内に出入りする際、専用の衣服と長靴を使用している →□
③ 区域内に出入りする車両の消毒を徹底している →□

鶏舎に出入りする際の対策

④ 鶏舎に出入りする際、手指消毒（手袋装着）をしている →□
⑤ 鶏舎の前室や出入り口で、専用長靴に履き替えている →□

野鳥・野生動物を誘引・侵入させない対策点検３

⑥ 鶏舎、飼料庫、堆肥舎にネット設置、点検と修繕をしている→□
⑦ 鶏舎に侵入したネズミを定期的に駆除している →□

出入口に消石灰散布 車両消毒 手指消毒 専用衣服・ 専用長靴

手指消毒 畜舎周辺への消石灰散布 畜舎専用長靴の設置・使用・消毒

畜舎のネット整備と点検 畜舎の隙間対策

点検２

北 海 道

令和５年10月

堆肥舎の防鳥ネット設置

対策の自己点検の実施！！

ねずみ用トラップの設置


